
永 明 寺 要 求 書 類 2通
12日 分は話合の席上音読し、両者理解して渡すよう要請したが、拒否される

交換文書全文を掲載 しました。判読困難な点工夫でカバーし精読下さい。
通常自治会活動外で、余りにも困難・苦難そして難題無茶な要求で自治会の存亡危機です。
是非西新井町住民皆さんの良案・名案の提案をお待ちしております。
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(固 定贅産鰈税標準額‐929.300円 ―市僣 地面積‐310■ n■ )

以上 の条件で計算
A)午閲借用料  245.242円

(神 社固定資産鰈税標 準獲 6.131.04o円 X004〉

3)寺 の固定狡産税推 定  97_874円
(固 定蕪産課税様攣額=2994円 耐 X自 治会借地面積=326 9 nf)

→の取 り分推計 A)-8)147 368円
(ハ )246.242円-3)97874円 )

産の他 に固定 資議税 を支払 うと、事業種 が掛 か る と思い ます。マ イナ ス

になって もプ ラスにはな らない。

半世紀以上 も既 に利用 してい る事 を考 え、新規契約 と逮 う事 .

自治会 は此の土地 で利益 も出ず 、付加価値 も生まない。

自治会 は .自 治会費で全て賄 ってい る事 を考 えて、是非 下記の額 にて 、

ご了承 をお願 い します。

自治会 としては、 5万 円増 の 10万 円年間 でお願い 致 し度考えます。

現在 の経 満状態は、 100年 に ■皮市 るか無 いかの大不況時 代です。 此

の事 も考慮 に入れ る と、全 自治 会員 に及 ぶ会費 を ■円た りとも値 上 げす る

提案は、我 々役興 には出来 ませ ん。

比の 5万円の増額 を、承認 頂 いた暁 には .捻出す る方 法 を検
'十

に入 らね

ばな りませ ん。 そ して、 自治会総会 にて承

“

を得 る必要が あ ります。

今 後のお願 い と提案

〇  減免税 目的の土地餐借契約 は、 どん な形 で も良いか ら、承方が税全 を

払 わず に済む最高の方法です。足非提 出をお願 い します。

②  今後 、 自治会活動の拠 点 である、 自治会館 を取 り:艘 す よ うな提案 も話

も出ない事が、今の役員我 々の仕事 と考えています 。

③  必要ならば、①の減角税 目的の土地貸借 とは別に、自治会館用地借用

契約を締結 したい。ご考慮下さい。

以上  自治会 と永明寺は長年 に亘 り、私連 諸先摯が相 互依行 =忠
の関係

を維 持構築 して きた。

自治会は 日鷲生活 に必要不 可久 な団体です が、他地 区で も当 自治会 もご

他 闘 に洩れず 、細極的 に役員 を引き受 けて くれ る人が出 ませ ん。 この よ う

な通 常 自治会活動 に直接 に関係 ない事 を曖味 に残 したの では、益 々役 員の

引 き受 けが困難 になって しまい ます。

ご事情 も議案 して、円満 の内に妥協 し下 され度切にお願 い します。

宗 軟 法 人  永 明 寺
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西新井町 自治会・ 自治会館用地 に関す る見解

平成 20年 12月 4曰

西新井 自治会長 須永 昭

さえ盟 豊_∠
1、  会 館 用 地・ グ リー ンパ ー ク運 動場 土 地 に付 い て の 経 過

平成元年 4月 時点での使用料は 3万円であった。寺よりの中 し出 もあり 1万

円のア ップの線 も有つたが 5万 円 となった (自 治会長 河内直吉氏 )。 平成 10
年度までは 1年遅れでの納入であったが 10年度 より10万 円 (2年分)納め

た、以降当腋年度納入。

平成 2年度 よ り私が会長須永二郎氏より受け継いだ時点では

路 外

1.336_ 95げ  自治会館

西新 井 町 自治会

会 長  須 永  昭

_ル2_2ふ_」F
西新井町 3393-5山 林宅地  473. 00“  自治会館

7 3442  宅地    188. 42″  グ リー ンパー ク

20年 12月 4日 話 合 い席 上 で音 読 し回答 提 案

平成 18年の契約薔の内容 は

此の契約鶴は平成 18年 4月 1日 よ り平成 21年 3月 31日 迄の 3年 間

無儘貸与 須永 昭が捺印 .

寺側は本堂落慶を期に、自治会館広場を含め境内地 として地 目を変更 し結果

無税 となる。私の関いた ところによると、自治会館用,Lと 黒 田さん用地 を含 め

筑内地 として中識す るも、赫 局 で現実に 自治会館 が建 っているので、その部

分は却下 された。
自治会衛用面積 は 17 3%に 減少 したが .土地使用料は据 え餞 きの 5万円を

支払 う。前の広場は承諸 を得て、寺側の行事に支障の無い限 り従来通 りに使用
が出来る。

この よ うに寺・自治会は相互依存・互意の関係 を継続 してきた。此れか らも共

存共栄を願 う意味か らも、比の離係を経承 してい く所存 である。

贅要求は ① 土地を現状に復し返避

② 年間使用料 ■370 000円
の2猥 目に頸約出来ると考えます.下記口答します。

① に付いて。

i)自 治会活動の拠点である自治会会館を原状に復す事は、解体・Iよ と解

釈 します。比れで 自治会活動が出来 ると餐般の露饉ですか。

|)自 治会は、 日常生活上必要不可欠な任意・ 自主団体であ ります。 当

町住民に とつては幾重にもお世話にな ります。

i〉 少 しで もご思返 しが出来れば と、無籠・ ボランテ アで無力なか らそ

の1■に当たってお り、運営 してお ります。

②
`こ `寸

いて.

:)減 免粘量は、双方にメ リッ トが り、長年思忠を受けてきたo今回此

れが抜けている、寺側に何 か不利益な事があるのか .理解に苦 しむ。

餞明瀬いたい。

■)年 間使用料が 74倍 にもなり、とても受け入れ出来無い。

適)現 在の 自治会費の許せ る範囲で賄い、値上げの提案は出来無い。

以上により此の 2:項 目の要求は.と ても受入れ出来ません .
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2、 自治 会 の 方 針 とお願 い

自治会と永明寺は長年に亘り、私達先躍酪氏が相互依存・
=恵

の関係を維持
総集してきた。今後も此れを継承し発展させて行くのが我々の願いである.

①  自治会としては、従来の 自治会活動がこのまま継総 出来れは良く、この ほ

か他議は何もありません。

② 現状の議免税・地代使用鐵礼の方式を療則とする。
③ 現在の契約書は,スポーツ広場の契約書である。
④ 今機必要ならば、会館用鞭 用の新契約書を作成したい。
⑤  グリーンパーク広場は、壌 合によっては契約しなくても良い。

比の契約薔は平成 8年 4月 1日 よ り平成 13年 3月 31日 蓬の 5年間

無償貸与 須永二郎氏が捺印

次の平成 13年 4月 1日 よ り平成 18年 3月 31口 遍の 5年間の 5年契約

は須永 昭が捺印、契約薔の内容は前回契約 と同一比の契約驀 を基に、寺側 |ま

固定資産税が無税 となり、自治会はスボーツ広 t母 の管理饗年間 5万 円を市よ り

助成金を受け取 るメリッ トがあった。但 し須永昇氏より借 りている 3964
4rを 含む。

平成 17年 3月 頃寺より、本年 より減九申請 は しないとの申 し入れを受け る。

驚いて市の固定資産税際に出向き内容を

"・

Hい合わせる。市の説明では免税申請

を しない と、寺に固定資産税が 100万 円程度課税 されると言われる.急いで

住職にその旨伝 え免税中請す るよ うお願いをす る。

平成 18年 3月 寺との交渉中に現在の契約書 を波 される.比 の契約薔がない

と寺に固定壁産税が課税 され .又 、自治会スポー ツ広場の助成金 も無 くなる と

思い.借用面機・契約期間が不利になつているが、市当局よ りの催促も有 り、

署名捺印をする。

2月 12日 会長宅玄関に、話合い席上を要請するが拒否 16日 受取に 20年 8月 会長宅に来足受領拒否 12月 4日 話 し合い席上で
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足利市画籐井町自治会

自油会長  須 ネ 瑯殿

代表役員

[燿使,諄 貸僣契約襲了に伴う以降の処置について 髄絡)

みだしの件について,平成18年 3月に議結した、当宗教漱人蒸判寺所有の土

地画新井町3393-5(地穣473・ 00ゴ )σ噴 西新井町自治会に対する

無腱貸機爽綺が平成21年 3月 31目を以て使用鷺関満了となりますので連絡

致します。

つきましては、以降の処置として契約書第5条の規定のとおり奉件土地を現状
に復し返鷺していただくか、新に蠅 奨‐詢を構織するかご餞答下さい。
当寺としては、永明寺資産有効活用検1卜 l委員会の決定に基づき震袋僣契約を鱗
結する壌合は下記要模にて羅結することを要求致します。

1・ 実際 の敷地面機         326.9r
2・ 1平 力米の評儘願        028,311冊
3・ 当該土地の評価懸     Y9,254,866円
4・ 年間賃資料 (× 4%)         =370,0()0円

X`融貸料の算定には、石_L神社の賃賃契約を参考にした.

以上
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減免税申請要講

長年双方恩恵を受けていた

固定資産税が掛かる

(約 14万円)

倍の l③ 万円を回答

神社方式で全て当地を使用

現 自治会費範囲での額

坪当りH18.3迄 の 60倍になる

活動の拠点で拒否

土地の貸借は免税の為のもの

必要ならば減免税申請 とは別

に会館の用地借用契約を締結

永 朝 寺 要 求 と 鑽 園 答 の 要 旨

減免税申請 年間使用料 白)台会館用地

永
明
寺
要
求

減免税申講鰊要請
をま巨否

所有権の放葉に等 しい

法律上不安定.確実性が難点

39万円を要求

当初は 37万 円だった

神社方式で課税土地価格の4%
土地価格は会館近辺を使用

会館を取 り壊 して返
還 2◎ 年以内

契約 5条 の規定で土地を現状

に復 し返還を適用

2月 22日 代議員会において、2月 12日 の永明寺の回答を審議した

1、 減免税申請は絶対に必要なもの、申請を要請する。

2、 20年以内は拒否、朽ちるまで使用此の時点で再考する。

自治会回答の年間使用料 10万円を通す。

西新井住民全員で難問を共有し、国治会活動に支障の無い様、粘り強<上記で解決に導<。

3、編
集
後
記

21年 1月 20日 話 合 い 席 上 で 音 読 し回 答 提 案

以上、切にご濶察賜 り、自治会運沓に、これ以上の精神・ 内体的そ して経済的
に負担の強いる事 をご容赦お願 い致 します .
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